
□ 直接実施

■ 業務委託又は指定管理

□

□

34,844

33,342

国・県支出金

担当課職員
（再任用職員

含む）
4,066 千円 0.64 人

人千円0臨時職員等

①　目的
（何のため
に）

②　対象
（誰・何を対
象に）

④事業の必
要性

８

事
業
概
要

概算人件費

③　事業内容
（手段・手法
など）

○コミュニティバスの運行

「北・東・南」の３ルートで、午前８時台から午後５時台まで１日２６便で運行している。いず
れも片方向の運行で、寒川駅が起点・終点となっている。

●運賃等・・・小学生以上は１乗車、１回につき１００円（未就学児は無料）。なお、定期
券や回数券、バスカード、ＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａは利用できない。また、寒川駅が起点・終
点となるため、寒川駅を乗り継いで乗車する場合は乗り継ぎ券を発行。（直近の便のみ
使用可）

●ルート別の便数・・・北・東ルートは午前４便・午後６便の１日１０便、南ルートは午前
３便・午後３便の１日６便で運行。

●運行日・・・年末年始期間（１２月２９日～１月３日）を除いた月曜日から金曜日まで
（土・日曜日は運休）と祝日の運行（但し土・日曜日の場合は運休）

●車両・・・全長７メートル以下、床面地上高約３３センチの小型低床バスで乗車定員３
４名、車いすの方も利用可。委託業者所有の５台で運行している。

コミュニティバス運行事業

（ □義務づけ　 ■ その他）

４　事業責任者

２　事業開始年度 平成14年度

16,800 29,045

年度

H20年度（決算)

快適でにぎわいのあるまちづくり

連携を考えた交通環境の整備を進めます

10

人
件
費

職員構成

バス輸送力の充実

財源内訳(千円）

佐々木　鉄夫

需用費：パンフレット印刷　　237千円（＠7.5円×30,000枚×1.05）　H21実績　(株)グラフ　随意
契約（見積もり合わせ）
委託料：コミュニティバス運行委託　　33,105千円　　神奈川中央交通(株)　随意契約

＊Ｈ２０～Ｈ２２年度について・・・決算額＝〈運行委託額＝（契約額－運賃収入）〉＋需用費
Ｈ２０年度決算額＝（運行委託額＝54,082-8,244=45,838千円）＋需用費7千円＝45,845千円
Ｈ２１年度決算額＝（運行委託額＝41,051-6,444=34,607千円）＋需用費237千円＝34,844千円
Ｈ２２年度決算見込額＝（運行委託額＝31,292-4,604=26,688千円）＝26,688千円

事業費計
(千円）

45,845

34,844

26,688

33,342

事業番号　１－４

平成23年度

一般財源その他

11　事業費
     （財源内訳）

千円33,342

4,066 千円

37,408 千円

９

コ
ス
ト

１　事業名

３　担当部・課・担当名

細項目

小項目

項

節

事業シート（事業概要書）

章

５　根拠法令等

都市建設部都市計画課都市計画担当

投入人員

12　平成23年度
　　　事業費内訳

H23年度（予算)

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

補助金（補助先：　　　　　　　　　　　　　　）

26,688

町債

６
　
総
合
計
画

７
　
実
施
方
法

交通体系の整備

公共交通網の整備

（委託先：神奈川中央交通(株)）

H22年度（決算見込み)

H21年度（決算)

③　総額

②　人件費

①　事業費

交通手段の少ない高齢者や障害のある方や交通不便地域の方を対象としている。

交通手段の少ない高齢者や障害のある方や交通不便地域の方が、町内に点在する町主要施
設（病院、商店街、役場、金融機関など）や駅へ移動する手段を確保するため。

町の高齢化率は、平成２６年度には２３．８％になることが予想され、 移動手段の少ない高齢
者、障害のある方などの移動支援、移動手段の確保は必要である。



単位

人

便

日

円

単位

人

49,67468,247年間利用者数

②　今後の方
向性

①　課題等

17

事
業
の
自
己
評
価

・バス定員３４名に対して、１便あたり平均７．４人と輸送力に余裕があり効率的な運行ができ
ていない。
・バス車両の大きさの関係から、現行ルートよりも幅員が狭い交通不便地域へ対応できていな
い。
・利用者１人当たりのコストが高い。

交通弱者の移動の確保や、交通不便地域の解消をする必要はあるため、コミュニティバス以
外の移動手段も含めた実施方法について、現行コミュニティバス車両の耐用年数を見据え検
討を進める。

13　事業実績

14　単位当りコスト

年間運行便数 10,326 6,708

537

平成１４年　道路運送法改正により、７路線（Ｈ１４年度５路線・Ｈ１５年度２路線）が廃止となっ
た。
第１期試験運行：平成１５年１月８日～平成１５年１０月２１日
第２期試験運行：平成１５年１０月２２日～平成１８年６月３０日
第３期試験運行：平成１８年７月１日～平成２１年１０月４日
本運行：平成２１年１０月５日～
寒川町コミュニティバス広告掲載取扱要領　　施行日：平成２２年４月１日～

H22年度（見込み）H21年度活動指標名

年間運行日数 311 258

利用者1人当たりにかかる
事業費

511

7.40

◎市町村名：運行事業者：運賃の順に表示しています。

綾瀬市

事業番号　１－４

事業シート（事業概要書）

19　特記事項
　　（事業の沿革等）

15　成果目標
（現状の成果及び今
後どのようにしたい
か、定量的な評価で

示す）

成果指標名 H21年度 H22年度（見込み）

16　成果実績

Ｈ２１年度に行った運行内容の見直しにより、年間運行便数を減らしたことにより、年間利用者
も減少したが、１便当たり利用者数は、　Ｈ２０年度６．１７人からＨ２２年度７．４０人と増加して
いる。
また、便数は減ったものの、交通手段の少ない高齢者や障害のある方や交通不便地域の方
の移動支援・移動手段を確保をすることができた。コミュニティバス運行開始の契機となった、
バス運行事業者による赤字路線の撤退からスタートしている事業であるため、採算性を確保
する事が難しい事業だが、ＰＲに努め利用者の増加、運賃や便数など運行形態の見直し、広
告事業による収入増などにより、少しでも財政負担を少なく進めていく必要がある。

H20年度

6.17

H20年度

86,408

13,996

359

531

18　比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

１便当たり乗車人数 6.60

大人１５０円、小児（小学生以下）８０円、６５歳以上１
００円、障害者大人１００円、障害者小児５０円

神奈川中央交通
(株)
(株)湘南神奈交バ
ス
相鉄バス(株)、神奈
川中央交通(株)

委託先

相鉄バス(株)

二宮町

座間市

海老名市

茅ヶ崎市

大和市
神奈川中央交通
(株)

神奈川中央交通
(株)

料金

１００円（小学生以上）

（コースにより）大人１５０円と２００円、子供（小学生
以下）・障害者（大人）は８０円と１００円、障害者（子
供）４０円と５０円

大人１５０円、小児（小学生以下）８０円（試験運行時
は、小学生以上１乗車１００円）

１００円（未就学児無料）

大人１００円、小人（中学生以下）・障害者５０円



 ●月別の乗客数の推移
（平成２１年１０月５日～平成２２年１０月４日）

北ルート 東ルート 南ルート
3ルート
合計

北ルート 東ルート 南ルート
3ルート
合計

*** 19,970 25,442 3,100 48,512 19,970 25,442 3,100 48,512

*** *** *** *** *** 10.0 10.0 6.0 26.0

20 1,549 1,977 324 3,850 77.5 98.9 16.2 192.6

21 1,575 1,947 287 3,809 75.0 92.7 13.7 181.4

20 1,582 1,955 244 3,781 79.1 97.8 12.2 189.1

20 1,486 1,727 185 3,398 74.3 86.4 9.3 170.0

20 1,496 1,856 195 3,547 74.8 92.8 9.8 177.4

23 1,839 2,081 241 4,161 80.0 90.5 10.5 181.0

22 1,728 2,172 244 4,144 78.5 98.7 11.1 188.3

21 1,587 1,961 221 3,769 75.6 93.4 10.5 179.5

22 1,749 2,441 254 4,444 79.5 111.0 11.5 202.0

22 1,831 2,406 273 4,510 83.2 109.4 12.4 205.0

22 1,722 2,465 281 4,468 78.3 112.0 12.8 203.1

22 1,663 2,234 320 4,217 75.6 101.5 14.5 191.6

2 163 220 40 423 81.5 110.0 20.0 211.5

*** *** *** *** *** 77.7 99.0 12.1 188.8

●コミュニティバス利用状況・経費等一覧
（平成２１年１０月５日～平成２２年１０月４日）

便数/1日

１０月

１１月

１２月

１月

２月

コミュニティバス運行事業補足資料

運行
日数

月間乗客数 月別1日あたりの平均乗客数

年間利用者数

９月

１０月

平均

H21.10.5～H22.10.4委託料（Ａ） 29,581,472円

年間運行日数 （Ｂ） 257日

３月

４月

５月

６月

７月

８月

南ルート 3ルート合計

年間委託料（E)　D×H 11,377,489円 11,377,489円 6,826,494円 29,581,472円

１日当たり委託料（Ｃ） 115,103円

１便当たり委託料（Ｄ） 4,427円

北ルート 東ルート

 年間運賃収入（F） 1,796,500円 2,432,400円 276,600円 4,505,500円

1日の便数（G） 10便 10便 6便 26便

 年間便数（H)B×G 2,570便 2,570便 1,542便 6,682便

１便運賃収入（I）　F／H 699円 946円 179円 ***

1便実質経費の3ルートの平均　　　3,753円

総乗者人数（Ｋ） 19,970人 25,442人 3,109人 48,521人

1便運賃収入の3ルートの平均　　　674円

1便実質経費（J）　D－I 3,728円 3,481円 4,248円 ***

1人当り実質経費の3ルートの平均　　　517円

1日当り乗車人数（Ｎ）　Ｋ／Ｂ 77.70人 99.00人 12.10人 ***

年間実質経費（Ｌ）　E－F 9,580,989円 8,945,089円 6,549,894円 25,075,972円

1人当り実質経費（Ｍ）　Ｌ／Ｋ 480円 352円 2,107円 ***

1便当り乗車人数の3ルートの平均　　　7.26人

1日当り乗車人数の3ルートの平均　　　62.93人

 1便当りの乗車人数（Ｏ）　Ｎ／Ｇ 7.77人 9.90人 2.02人 ***



 ●平日・祝日等乗客数の比較
（平成２１年１０月５日～平成２２年１０月４日）

運行
日数

1日
平均

14日 110.14人

243日 193.33人

257日 188.80人

有料

無料

計

有料

無料

計

有料

無料

計

有料

無料

計

コミュニティバス運行事業補足資料

北ルート 東ルート 南ルート
3ルート
合計

合計 19,970人 25,442人 3,109人 48,521人

●利用状況の詳細

祝日 613人 818人 111人 1,542人

平日 19,357人 24,624人 2,998人 46,979人

339日

運賃収入 864,400円 917,400円 586,300円 2,368,100円

21年度下半期
21.10.5～22.3.31

22年度上半期
22.4.1～22.9.31

22年度下半期(途中）

22.10.1～23.1.31
合計

21.10.5～23.1.31

北
ル
｜
ト

運行日数 124日 131日 84日

東
ル
｜
ト

運行日数 124日 131日 84日

10,280人 6,667人 26,474人

車いす（内数） 1人 4人 3人 8人

利用
者数

8,856人 9,425人 5,998人 24,279人

671人 855人 669人 2,195人

9,527人

339日

運賃収入 1,100,900円 1,310,400円 781,100円 3,192,400円

乗継券（内数） 212人 251人 135人 598人

13,679人 8,083人 33,305人

車いす（内数） 35人 42人 21人 98人

利用
者数

11,139人 13,240人 7,882人 32,261人

404人 439人 201人 1,044人

11,543人

339日

運賃収入 131,800円 141,100円 99,700円 372,600円

乗継券（内数） 130人 136人 71人 337人

運行日数 124日 131日 84日

３
ル
｜
ト
計

運行日数 *** *** ***

1,593人 1,093人 4,162人

車いす（内数） 4人 5人 3人 12人

利用
者数

1,370人 1,461人 1,024人 3,855人

106人 132人 69人 307人

1,476人

南
ル
｜
ト

***

運賃収入 2,097,100円 2,368,900円 1,467,100円 5,933,100円

乗継券（内数） 52人 50人 27人 129人

乗継券（内数） 394人 437人 233人 1,064人

25,552人 15,843人 63,941人

車いす（内数） 40人 51人 27人 118人

利用
者数

21,365人 24,126人 14,904人 60,395人

1,181人 1,426人 939人 3,546人

22,546人



寒川町コミュ三ティバスの今後のあリカについて

検討結果報告書 (抜粋)

平成 20年 11月

寒川町13ミュニティバス運行検討委員会
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よじめに

そして 平 成 19年度では年間8万人以上の利用者がいる状況ですが 町の実験 担

額が4000万円程度あることや 町の北側地域のみを運行していることなど今後へ向け

ては課題が多くある状況となっていま曳

また こ の間 平 成 14年度～16年度まで自動車事故対策策補助金、コ戎17年度～

平成 20年 度まではまうづくり交付金という国からの補助を受けながら苗醸運転を維

続してきました しかし 平成21年度からはこの補助金がなくなる状況となっていま

う
‐

寒"町 では 平 成 15年1月よリ ヨ ミュニティパスの第】翔試験運転を開始しまし

た。その後 運 行内容の見直しを重ね 拘 求,5年 50月より第2期試験連転、平成18

年 7月より第3期試残運転を行い現在に至つています。

このような状況の中 公 募の町民や地域の各主体の代表からなる■ミュ‐ティパス

Err検討委員会にヽこれまでの常験運転について整理するとともに 第 3期における

運行実態の把握および 住 民アンケート調査結果などを踏まえた上で 今 後の運行の

方向性を終合的に検討してほしいと 案 川町長から依頼がありました。

そこで 本 検討委員会は 平成20年4月より検Plを始め 本 検討委員会の下都組織

である作業部会での調査、検討事項を踏まえながら 検討を重ねてきました。そして

委員会に参加した委員個々人の真掌で忌揮のない議論を経た上で 委 員会全体の合意

をみたものとして 本 報告書をまとめました。

本報告書は 今 後のコミュ‐ティバスのあり方を定めるにあたって ぜ ひとヽ 踏ま

えていただきたい事柄をまとめたものですので 十分尊重していただけるよう要望い

たします。



第1章 今後の運行の善え方

これまでの涼験運転の運行実態や利用実績、アンケー ト調査結果などを踏まえ 次の

とおり今後の課題をお出した。

4-1今 後の課題

Ⅲ)高齢化社会や総境問題は 今後深刻になることが明らかである

口 商 鋼 ヒの進展により ■の運転をしない人や核家族化により送迎が期告で=塗 Vム な

どの増カロが懸念される。

→ 剣 Ⅲ町の商鯛 ヒ軍ヤ
・  2005年 152%れ 昭5年 22物

買=

→ 神 奈川県の高劇 ヒ革 200o年 11財 →2025年 2577● カ

日 地 球温暖化や資源枯渇などの環境問題に対して 移動手段の多くを占める自動車の利

用を競らして 公 共在通の利用を促進する必要Drぁる。

→ 平 成 16年度の静奈川県内における移動手段の分担率は 自 動革 3431パ ス37%

である。X4

X, 高 断化車 :ミ知 に対する65協 雌 人0の 81合
X2 を 0宏 建Ⅲ IH高研者保隆幅祉酎配
XI “  神 奈Ⅲ味H' 車 蔵 つヽヽ  J71が

お
母
810 第 一章 P5 '25,HP

(a 第 2期から第 3期 の運行計画の見直しに関わらず 利 用者の増加はみられていない

日 ′(スの定損 34人に対し 1便 当たりの利用人数は 最 も多い北ル千卜でも`8人
斉と

少数である。(※平成 18年 7月 1月～平成 19年 12月 28日)利 用がほ翻な主な理由ど

して以下のことが考えられる。

盟知不足 :ヨミハネ利月に必要な情報を露知していない方が4人に1人いる

利便性が低い :利用したい時間にない 本 ネ停が近くにない 運 行本数力ζ少ない

など 利 用者にとつての利便性がにい。

高齢化社会と環境問題に配慮 した移動手段の確保が必要

利用者の増加に向けた盟知度の向上と利便性の向上のための取組が必要



{3)コ ミバス選行の怒統の必要性が高い

ロ アンケー ト結果や町の計画から ン ス`LEIIの維杭に対する要望が多い

コミタ材 を利用した人 (千帰 意向のある人)は 学

11用 した人 (利用者向のある人)の l r4はコミア`メ以外の交通手段がない方 (68が 6

o代 以上)で ある。

利用極欧がない人でも4を1'6カ:今後"用 したいと回客

「R高 価の位民のユミ/ メ`ルー ト1腋 への要望は大きい

rH害がある方 (交週弱者)へ の移動手段の強保は必要性が高い.

コミバスを継続して運行する必要性は高い

(4)

(3)

窓川回山ほallt,直 宮 泊FH アンタート塔東。コより猿H
い“, 47r r7ャ唖 ,おDurara k3nるlttV 3"′_コはいt″ 2]Jて巾印ⅢⅢじⅢⅢ中」"|

南印ル
ー ト拡大の要望が高い

国 fF南 側住民について コ ミツ`スの利用経Flゎヽない方のうち約半数が 「今後利用した

いJと 口答しておリ ル ー ト拡大め要望が高い し かし ル
ー ト拡大による運行経殺

の控大が懸なされる

E 既 存の′ヽス路線があるものの 」 R南 側の町民が公共施桜等 (役場 図 書優 病院な

ど)を 利帰するための十分な交通体系がない

南側住民の公共施設への移動の要望が多ヤ、

既存路線と遭賃の開とがあリ ネ ス利用の陳に不公予ごがある

→杵効 中中央変適 窯 "工 莱田地八oか ら空川駅高コまで220円

母

fr費を削減するための運行形態の見直しが必要

運行終受を抑えて 尚 かつ 南 視」のルー ト拡大について検stが必要

経費の負担を華滅するために運行形態を見直す必要がある

, 運 行経費は約0子万かかつていう そ のうち2倒は固定補助金である

コ 利 用者数が少ないため 収 入に対する支出の負担が大言い Iω 円を得るためには 約

964円文の経賞がかかり 収 入の約 10倍 となる。町民の負担も 一 人あたり約 ぃooo

円となる ※ 平成い年7月以降



H-2運 行理念の設定

潮真で挙げた5つの課題をもとにして 選行理念は大きく 次 の3つに集約できる。

課 題 理念

コミバスの運行理念



コー3運行コンセプト

選行理念を考慮して 平成20年度以降の運行の方針と輿様的な運行ヨンセプトを以下のと

おり設定する。

理怠

口 2ヨ ミ′`スの遺行ヨンセブト

Xl 交 通閣若:h蘇者や障害つある方などて ′ ス`以外に移助手段3r7rい方を対鉱

方針

―
―
――
――
――
――
――
出
日
――
――
――
――
――
＝
―

③ 町震の移動に対する!

,―ヒスの確保
|卜a)交通弱書

茉̀の移動の確保

“)b}交通不便地瞬の解消

口)て)EDミバスの選岳0鯉統

② 公共資通に関する

運行経買の適正化
(2)効率的な還行移緩への見直し

?〕■)ル
ートの見直し

(2)わ)運 朽本敷 (臨度)の 効率fヒ

(2)c)車両の形態

(2)d)運賃の設定等

(3)コミ=力 スヽ刺目提進による

JH塩負南の機械  |

③ 霊境員荷の軽減

(3)o)公共交通利用への意識富発



2-2今 後の運行方針

運行ヨンセプ トである 「持続可能なヨミバスの運行Jを 実現するために、2-1選 行形

態の具体化で整窪した 8項 目の対応方針に基ちき、今後の運行に向けた 〈1)基 本的な

考え方 (2)効 率的な運行形態への見直し、(3)ネ 」月促造方策 という3つ の観点から

次のとおり今後の運行方針を定めた。

(1)基 本的な害え方

◇■ミバスの対象有

高齢書や障富吉をはじめ、誰もが気軽に利用できるよう対象者はlR定しない力ヽ 査

通BB者の移動の確保を優先し、通勤通学者や公共施設等の利用者にも配慮する。

◇運行経費の目安

運行ヨンセフ トとして 「公共交通に関する運行経貢の適正化」という理念や 「効率

的な運行形簿への見直し」という方針から 「指続可能なコミバスの運行」を定めてい

る。これらを踏まえると 現 行程度の5000万 円以内の言託契約額を目安にする。そ

して、現在より利用者数が増えるようできる限りの力策を請峡 町の実質運行経費 (委

託契約額から運賃収入等を差し3け たヽ額)が 早期に3000万 円以内になるよう取組ん

でいく。

◇利用人数の目標値

利用促進策による揮宴拡大を図るため、運行1年 後の年間利用者数の目標値を平成

19年 度の年間利用言数 80541人 の25%増 、約 10方 人と設定する。

◇利用者 1人 あたりr4・寅の目標値

平成 19年 度の利用書 1人 あたり経費は503円 である。今後は効率的な運行方法に

より経受削減を図るとともに 利 用促進策による需要拡大を図るため、利用者1人あ

たり緩資を400円 以内と設定する。

◇交通不便地域の解消

UR精 槙線北側の大村地区の解消を図る

UR相 模線南側の一之自 5丁 目周辺及びtB備地区の解消を□る。

く2)効 率的な運行形態への見直し

◇退行方向

経寅面を言慮すると双方向では、片方向だけのときよりも、片方向あたり 4/2の 運

行本故しか確保てきない。また、第 3期 試験運転時に片方向から双方向に変更した力ヽ

本数が減り不便になったという町東からの患見があると同時に利用実績も優かに減少

している状況がある。こういつたことから(片 方F63の違行とする。
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◇ルート設定

現行ルートよ冬)H駅行きルートを魔止し、このルートをカバーできるようなルート設

定に配慮する。

大村地区を運行するルートを新設する。

を見駅前に進入するルートを新殺する。
一之宮5丁 目周辺などJR南 倒を運行するルートを新設する。

」R南 側のルート設定については、JR北 損,の公共瓶設等との接続に者臨する。

■     ◇ 運行時間

利用実績やアンケート結果等を踏まえ、最大で7時 台から17時 台まての運行とする。

◇運行本数

利用実績やアンケート結果から 需 要の高い3時 台～10時 台は密度を漫くは それ

以外は落くするなど工夫する

土曜日 日 曜日は本数を減らす。

◇運行する曜日

上8置日 日 曜日も言め毎日運行する。

◇車両の形態

現行のアヽスを優える間は使つていくことを基本とするが 交 通不優地域の解消を書慮

し-38J 型ヽ化を□り、狭い追鶴の地域にも運行していく。

◇運賃の設定

現行どおリー乗車 (小学生以上)100円 とする (末就学児は無料)。ただし 公共交

通機関の子ども料金は通常半額程度であるため 小 学生に対し 上 日や要体み等の期間

限定で半額料金にするなど検討する

コミバスの運行自体▲ 交通BB喜への(移動の確保)対策であるため高飾者t時築 、

妊産帰等へのほ退制度は設けない。

(3)利 用促遣方栗

次の方策の中て、経費をかけすに利便性を高められるものから優先し 行 っていく。

◇情報提供 周 知活動

コミ′ヽスに関する情報提供方法を積討呟 広報を充実させる。

わかりやすい時亥j表を作成呟 いるいうな場所に観置 掲 出していく。

コミバスに愛称をつける。そのために公妻する

新運行における目標値の設定を行う。

例えば利用人数や利用者 1人うにり経費の目標値を設定、公表し、関bを 高めながら

利用率UPを 図つていくようにする。
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◇利便性の向上

UR相 模線どの接続をよくする。

乗継ぎ挙、回数第、定期券等の利用ができるように検討する。

行き先やルートなどがわかりやすい車両テサインなとを検討する。
車いす乗障ヨ能なパス停を増やすお策を模前する。

◇その他

広告収入として、車両内、集内言芦、草体、バス停、時刻表などへの広告掲戦を検討

する。

勾



2-3ル ート設定案

子どもからお年争りの方まで幅広い年齢層の方や蒔害のある方など自由に移駒でき

o交 通手段を持たない方が 生 活交通のFE保がで営るよう交通不lB地域の解消 地
lflFl

の公平性 既 ,パ ス踏線による交通サ
ービス 経 費などを勤東し JR伸 模線より 北ヽ側

地域に 2ル
ー ト 南 側地域に 1フレー トの合計 3ルー トの設定を提第する。

なお ″レー ト就定において|ま 車 両を小型化するか否かが 重 要な観点である。

検討雲員会の中でも 現 行車両の減価償却費用が 来 年度から当百かからなくなる状

■     況 は各毒員とも理解 した。

しかしながら そ れを賠まえた上で 3ル ー トの内の
一部を小型化し 住 民ニーズに

対応 したフレー ト設定にすることが望ましいという意見が出された。

そのため (仮 称)Jレレー ト (仮称)高ル
ー トについては 現 行車両によるルー ト焦と

小型車両によるルー ト策の両方を併記している。

ルー暇 たにあたつては 車両の一部小型化について十分に検討をイ予ったうえて 町

としての結論を出すよう切に要望する のヽである

(1)ル ート設定に潟ける基本的な言え方

①利用実績 ア ンケート調査結果、経費等をlBまえ UR相 標線北側に 2)し
―卜 」R

相模線南側に 1ル ートの合計3ル ートを設定した。

O経 章削減の観点から3ル ートを2宮 の運転手て対応することを想定している

03ル ートの各慢の運行間隔は 2名 の運転手で最大娘効率的な遅行間隔を検討する。

③3ル ートとも暮川駅北□を起点 終 点とする。

O公 共施設や病院などへの接続を重視峡 鋭存ルートや既存バス停はできるだけ残すよ

う配慮した。

〇片方向運行のため運行時間ができる限り30分 以内になるようルート設定した。

〇運行方向ま自宅から出かける場合に行きが最寄り駅まで最短のル
ートになる人Flt多

くなるよう設定した。

O朝 3便 のみ運行をしていた寒川駅行きルートほ瞬止したが ある程度はそのル
ートも

カバーするルートを設定した。

O経 薫菖J減を善虐し 朝 早い便と哀運い優|よ廃止する

O利 用実績の多い 「もヽれあいセンターJへ は これまでJR相 槙緑北側の北ル
ート 乗

ルートとも接続していたが 今 回の片方向運行への変寅に伴しヽ東ル
ートのみ接続する

ルートに変更した。Hbルートからま暮川町役場で、南ルートからは暮川駅でそれぞれ

秦り樫ぎにより対応していくことになる

(2)3ル ートの概要

O(仮 称)東ルート〔全長約9 5kn 運 行時間約29分 〕

(現行車面で違行、47宇 「』R相 槙緑北側lu域ルート実図Jの景畳を通るルート)
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◇ルートの概要

寒川駅北□を起点に西へ進みlt台□書館 役 揚、お合体育館を経由ウ 小 谷 ふ れあ

しヽセンターなとを通過 県 道丸子中山手ク崎緑を南下、県営ほを内を周回し 膏少年

広場 越 の山付近を経由し 県 道藤沢平塚線を西に進み 寒 川駅】ヒロが終点となる信

環コース

◇ルート設定のをえ方

G県 自lI宅 越 の山方面から寒川駅への利用実績が高いことを考慮し 右 □り (時計回

り)に 設定。

0雲 川駅への利用意向が高しヽ地域内を運行するルートに設定

0利 用実績の多い 「Sれ あいセンターJへ ほ続するルートに設定

0片 方向運行を者慮し、これまでより3分 短しヽ全長 29分 のルートに設定。

0平 成21年 度当初から3年 間はクリーンセンターの解体、広】リサイクルセンターの

建設が予定され者人書いの家がP7R鎖となるため、考人憩しヽの雰経由ルートは廃止

0703台 ～178S台 までの約 60分 間隔で運行

0主 日等は785台 と 17晴 台の慢と運休する。

② (恨称)北 ルート

《②の1 現 行車両による運行案〉【全長約9 4km 運 行時間約28分 〕

47宇 「UR相 寝緑】し旧」lulすルート察図Jの 赤色と言色を通るルー ト

◇ルー トの概要

暮サ帽尺北□を起点に新仲通りを東へ進み突き当たりを重折 害 川公民館を経由し、健

康管理センター前交言点を直造 し 芸 ‖庁0社前賓章点を石折 馬 陽交差点を直進し

北君8文化福社会館 ,fl南ユニテ ック前などを通過し 県 道IB槙原享ヶ崎線を南下 倉

見 目 山 寒 ナ■申社 わ しヽわい市 役 揚 図 言弱東側などを経由 して害チ叡北□が終

点となる循環コース

◇ルー ト設定の言え方

0片 方向運行のため行きが自そから最寄り駅までが短しヽルートになるよう左回り 碩 晴

計画り)に 設定。

0目 的地として希望の多 しヽ倉見駅 宮 山駅 暮 川駅や冬)は申社 EIj役揚周辺への接続に

者膚したルー ト設定。

0片 方向違行を考慮 し 町 1ヒ部と害)幅に 直線的に結び こ れまでよ り5分 短い全景

23分 のルー トこ設定

0平 成 21 4hE度当初から 3年 間はクリーンセンタ
ーの解体、広域リサイクリしセンターの

建設が予定され老人きいの家が閉鎖となるため、老人書いの家経g3リレ=卜 は廃止.

070S台 ～1703台 までの約 60分 間隔で運行。

0上 日は 705台 と 1 7 gs台の優を運体する。
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ぐ②の2 小型車両による運行案》【全長約10 5kn 運行時間約32翁】

47)「 JR相 模締北側地域ル■卜察画Jの 赤向と銀色を通るル
ート

◇ルートの概軍

上記の現行車両による (仮ゆ 北ル=卜 を交通不便地域である大村地区と倉見駅BJを

運行するルートに変真したル土卜。             _

i     ◇ ル
ート設定の者え方

0小 型車両によりこれまで道落幅員が狭小て違行できなかつた交通不優地域の大村地
1      区 とを見駅前に直接績続できるルートに設定:  ■

0片 力向運行のため行きが自宅から最言り駅までが短しヽルートになるよう左回り 〈反時

計回り)に 設定。

0目 的地として希望の多い倉見駅、ヨ山駅、寒川駅や客〕神松 町役賜周辺への接続に

告虐したルート設定。

0平成21年 度当初から3年 間はクリーンセツターの解は、広域リサイクルセンターの

建設が予定され老人憩いの家が閉鎖となるため、老人想いの家経由ルートは廃止: |

07晴 台～17時 台までの約60分 間隔で運伍            ■

0二 日等は733台と17時 台の優を運体する。
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③ (仮Tr)南ルート

《③の1 現行車両による運行案》【全長約7 0km 違 行時間約21分〕

51宇 rJR相 模線南側地域ルート案図Jの幸 るル■ト

◇ルートの概要

客川駅北Dを通点に西へ進み、絡台図書館前を通過後左爪 県道lg槙原茅ヶ崎線を高

!      下 砿 ―之宮十字館交牽点を左折、県道伊勢原藤沢線を夢ヶ崎方面へ進み 雲 川十字

略交差点を右妖 南小学校酉側を通過後、口端北交差点をも折、花川用水海沿いを運
1      行 し、ソフイアラケ崎の高則、一之ヨ4、5丁 目付近を経由し、19川悔東側交差点を

石折 東 へ遣み寒川駅南ロバス展開窮を4LI由後、県道丸子中山享ヶ崎線を北上砿 寒

川駅北□が終点となる循韓コ
ース.

◇ルート設定の考え方

08揃 地区、一之富4、 5丁 目周辺地区の交通不便地域解消や住民要望を踏まえ 」R

相模線南側にルートを新設。

●県道醸沢平嫁線は、神川馬 (平塚)方面に向けて渋滞することが多いため 寒 "叡南

ロヘできるだけ短い時間で運行できるよう右画り (晴計回り)に 設定。

●日端地区内の交通不優地域は住Sがない場所が多いため ル ‐卜に組み込んでいない

力(現 行バスで運行可能な範囲である日航地区北側にル
ートを設定

0片 方旬運行だわヽ 遷行距離が短いため這回りによる不優さをあまり態じない

0」R相 模緑北側の目83地へは パ スの票り組さや徒歩による対8と なる。

●経費削減の観点から」R相 寝線北側の2ル
ートとJR相 模緑南側の 1ル ート合計3

ルートを2人 の運転手により対6す ることを想定し 年 前 3優 、年後3硬 程度の運

行。i日 等も同じ運行本数とする。

《0の 2 小 IJ車両による運行案》【全長約9 0Fnl 運 行時間約27分】

61夕 「JR相模線南則地域ルート案図」の穀 るルート

◇ルートの概要

上記の現行車両による (仮称)南ルートを大曲方面へ延ゆし ― 之自5丁 目付近をシ

ョートカットするルートに変更したルート

◇ルート設定の考え方
‐   0日 端地区、一之目4 5丁 目同.IJ地区の交通不便地域躍消や住民要望を踏まえ UR

相模線南側全域を違行するル
ートを新酸。

0県道藤沢平塚線は、神川橋 (平嫁)方面に向けて渋淳することが多いため、ヨ 駅南

ロヘできるだけ短い時間で這行てきるようち回り (時計画り)に 設定。

4,



0大 的橋手前をお折後、日流信までの間と一之宮5丁 目付近をショートカットする間に

ついては、道幡嘔畳が狭い部分があるため」ヽ型車両による運行として設定。

OJR相 模綱 し側の目的地へは、バスの乗り継ぎや徒歩による対応となる。

●経費削.Eの観点からJR相 模線北岡の2ル こ卜とUR相 模線高側の 1リレート合計3

ルートを2人 の運転手により対応することを想定吹 午前3優、年後3便 程度の運行

主日専も同じ運行本数とする。

|               マ

Ⅲ大曲橋手前の右折 ―之宮5丁 目から県道への右新は安全面から苦窯等の鮮可力礎 しいかもしれない。逆カ

向這行にすれば安全面はクリアで書るが購 藤沢平媛線を渋滞が多い平塚方面に選行しなくてはい1カい
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寒川町コミュニ ティバス運行検討馨員会のまとめ

判麦 15年 1月 より第 1期譲 運転として 北 部軸玉を周回する 「寒川町ヨミュニテ

ィタ`スJの 運行が開夕合され既に 5年を経過した。

少子高齢化を見据え、過去幾度かの講願や疎情が繰り返されて実現したコミュ‐テイ

バスは多くの町民の利用を期待したが 予想に反して 1便の乗車数が10名にも満たす

町民の批判の的となったのも事実である。

一方、年間で 8万 人を超す利用者があり そ の利用者にとつては人かせない移動手段

となっていることも穣かであろ う。そして 今 後も急激な高齢化が進む中で コミュ‐テ

ィバスの重要性はますます高まっていくものと考えている。

この間、運行当初から2度 に渡 る見直しが行われ  そ の都度 ″レ
ー ト 停 留所 運 行

時間等の見直 しを行い 乗 草率の向上を図る本く努力 してきたが 思 つたよ うに乗草率

が上がっていない状況であつた。

今回の見直しにあたり実施 した町民の意向把握のためのアンケ
ー ト調査の結果では

98%の 町民がコミュニティパスの運行を認知してV るヽ中で、ヨミュニティタ`スを利用し

ない理由としては 「lLの手段を利用Jが 最も多く そ のldとしては 「近くにパス停がな

い 首 予本数が少ない、本u用したい時間常に″`スが無い 時 間がかかる ル
ートや運行

時間を知らないJ等 の理由が多数を占めていた。

今般、3年振りの検討委員会が開催されるにあたり、アンタ
ー ト調査結果とこれまで

の利用実績の分析を踏まえ ま す各委員より経続に対する意志の確認を行V  ヽ会 議は作

業部会にて検討された8項 目の資料に基づき、原因究明と今後の効率的な運営等の議論

を重ねてきた。各奏員は 100円 の運賃に対し,ス トが約 1000円 掛かると問かされ驚情

したのも事実であるが今後も運行の継続を是とし 下 記の項目について意見が出された。

(1)ルー トの見直しであるが 特 に口婦及び―之官西部地区の住民より要望の高かつた

南部地区への運行を行うべきである。

(2)求隆道路にも対応ができ、二つ現在の車両に比べてほヨストで運行できる小摯 ス`

の導入は不可人である。

(3)選賃ほ燃料高の昨今ではあるが運行理合に鑑み現状維持が望ましい。IBし 今 後の

動向により見直しはやぶさかではない。

(4)利用頻度の少ないルー ト又は時間常にあつては経費削減の見地から、ヨ
ース又は連

行時間の見直しを図るべきである。

(5)有料草内広告年の導入を図 り、運賃以外の収入を得て経費の負担窪競に努めるべ宮

である。

(6)町の公共施設等へのアクセスを優先したルー トの検札

,3



以上の意見ほ必すしも最良とl■思わぬがt既 に試験運転の域を超え行政ナービスとし

て折角定奉してきた制度をより活性化させるためにな知を結集し、なに平成 21年度よ

り国産補助金が打ち切られる現状にあつて町の窪狩を最″卜限にlnえられるよう線引を

行つたものであるよ

今回の見直し後の選行についてもtそ の実施効果について十分に検証する必要がある。

そして、今後も効率的な運行方法を継統的に検討し 見 直し後の運行の利用状況や要望

奪を唐まえ、定期的に運行内容の見直しを園り ま り利便性の高い,ミ ュニティパスの

■     運 行を実現するよう、よリ
ー層の努力を重ねられ0ことを申し添え検討委員会の意見と

する。
4

平成 20年 11月

知叫町,ミュ‐ティバス運行な酎安員会
会  長     三   目   利   明
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真料2

コミュニティ版 選行慎討委員会設置雲rlB

(趣旨)

第1条  本 町における既存の公共交通機関 (バス)サ ービスだけては補えない、地域の

目的に合わせて運行するアヽスの実現を目指吹 必要な事項を調査 検 討するltめ コ

ミュニテイバス還行検討委員会 (以下 「検討委員会Jと いう。)を 設置する。

(審議事項)

第2条  棲 討委員含の事務は、次のとおりとする。

(1)公 共交通機関の現状と課題整理に関すること。

(2)課 題の解決方策の検討に関すること。

〔3)検 討結果は町長に報告すること。

(4)そ の他これらに関する資料収案等

(組織)

第e条  検 討委員会は、公募の町民2名及0抑 衰第 1に 掲げる組織の鑑薦を受けた蓋

1名をもうて組織する。

(任期)

第4条  委 員の任期は、BIl長への報告善がまとまるまでの間とする。

(会長及礎 陰 長)

第 5条  検 el委員会に、会長及U国 会長を置き、雲員の三選により定める。

2 会 長は、会務を総霞 し 検 討委員去を代表する。

3 副 会長は 食 員を補と し ま 長に事故あるとき又は欠けたとき ま そ の脳務を代理

する。

(会議)

第6条 検 討委員室の会霞は、室長が招案し、含議の議長となる。
2 会 長は 必 要に応 じて雲員以外の書の出席を求め 意 見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条  棲 討委員安に、運行方法等の具体的な調査及び横前をさせるため、作業部会を

置く。

2 1■業部会は、副表第2に 掲|プる者をもつて組縛する。

3 作 業きB会に3,会長を置き、別表第2の道踏禄長をもつて充てる。

4 部 会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

5 作 業部会に目l部会長を置き、創表第2の 防受安全課長をもって充てる。

6 目 Jき,会長は、部会長を補仁砿 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。
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7 作 業甘B会の会議は、部会長が沼察呟 部室長がその議長となる。

8 剖 会長は、必要に5し て作業部会以外の者の出席を求め、意見を癒くことができる。

9 部 会長は、作業部会において様討した事項を積討委員会に報告しなけれまならな

い 。

(府務〉

第8条  検 討委員会及び作業部会の「F務は 企 画政策部企画講筆担当において処理す

る。

,

(雲任)
'     第 9条  こ の受綱に定めるもののほか、嚇要な事項3 会 長が会議に譜つて定め&

附 則

この要網は 平 成 12年 6月 13日 から施行する。

m 則

この要網は、平成15年 5月 26日 から施行する。

m 則

この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する

lI 則

この要鶴は、平成20年 2月 22日 から施行する。
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キ 害 町 議 ▲本

2 碧 川 町 自 治 会 長 連 絡 協 閣 宏

3 碁 】1町 穏 祉 団 体 協 厳 会

4 客 川 CIlを 人 ク ラ フ 連 台 云

6 審 川 RI交 通 安 全 対 策 傷 議 会

6 茅 ク 崎 地 区 交 通 費 豊 協 会 雲 川 支 郡

7 害 )H 町   婦   大   会

8 暮 川 EJ民 生 委 員 児 重 委 員 歯 醸 念

9 馨 川 町 P T A連 絡 観 ヨ 会

10 用 南 地 域 連 ０
ロ

1 1 客 ,H 町 エ 業 臨 一
否

12 一ラ ケ 崎 警 察 尋

1 3 神 奈 川 県 県 土 整 隔 郡 都 市 計 画 課

14 湘 南 地 域 県 政 総 合 セ ン タ ー

1 5 藤 沢 主 木 事 塔 所

居」表第 1(第 3条 関係)
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別表第2(第 7案 関係)

1 夢 ヶ 崎 警 察 害 交 通 鶴 務 係 畏

2
神 奈 川 県 県 土 恕 悔 割 gE行 計 画 課

交 通 企 画 班 ロサ 主 幹

3 湘南lB域県破総含センター企画潟整擦長

4 藤 沢 工 本 事 務 所 遵 路 維 持 課 長

5 防 投 安 全 課 長

6 広 報 悟 報 課 長

7 福 祉 課 長

8 子 膏 て 支 援 課 長

9 高 鯨 介 題 課 景

10 健 康 課 長

4 1 道 路 課 霊

12 都 市 計 画 課 景

13 生 涯 学 習 操 長

H4 公 民 館 景
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